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こ
の
特
例
は
、
相
続
財
産
を
相
続
税
の
申
告
期
限
か
ら
３
年
以
内
に
譲
渡
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
明
細
書
の
記
載
に
当
た
っ
て
は
、
裏
面
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

裏面の計算が必要となる場合が
ありますので、ご注意ください。



ホ 被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡につき租税特別措置法第35条第３項の規定の適用を受ける場合

「 」の金額
譲渡した相続財産

の相続税評価額

（譲渡した相続財産のうち同項の規定の適用対象とならない部分に対応する収入金額）

（譲渡した相続財産の譲渡による収入金額）

※ 遺贈が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の支払の請求に基づき、遺留分侵害額に相当する金銭を

支払った場合には、この算式に準じて「支払代償金」を「遺留分侵害額に相当する価額」として計算します。

など

二

　この特例についての詳細は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】のタックスアンサーをご覧ください。

　なお、特例の適用を受けられる方にも相続が開始し、その方の財産を相続又は遺贈により取得した方がその取得した財産

を譲渡した場合についても、一定の要件を満たすときは、最初の相続税額を基に計算した金額を取得費に加算することがで

きます。詳しくは税務署にお尋ねください。


